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北海道社会福祉学会 2021年度 シンポジウム 

コロナ禍における社会福祉実践の諸相

   ―支援における困難の固有性と普遍性から― 

1．シンポジウムテーマ・趣旨

【趣 旨】 新型コロナウィルスの感染拡大は、現在でも人々の仕事や生活に大きな影響

を及ぼしている。この間、政府は人々の仕事や生活を支えるために雇用調整助成金や生活

福祉資金特例貸付、定額給付金等、さまざまな対策を実施してきてはいるが、非正規雇用

や女性労働者、非専門的職業に従事する人々の生活困難は依然として深刻な状況にある。

コロナ禍における社会福祉実践に目をむければ、利用者と支援者が「場・空間」を共にす

る形での関わりには困難さが伴うなかで、試行錯誤が続いている。このような状況におい

て、支援対象の well-being の実現を志向する社会福祉実践は、どのような課題に直面し

ているのか。それはコロナ禍に特有の課題なのか、より普遍的な課題と言えるものなの

か。さらには、それらの課題に社会福祉実践はどう対応することができるのか。本シンポ

ジウムでは、各領域（生活困窮領域、障がい領域、児童・家庭領域）の実践者・研究者の

立場から、コロナ禍における社会福祉実践が直面している困難が利用者の生活・相談支

援、ケア関係にどのような影響を与えているかについて、支援における困難の固有性と普

遍性の視点から議論を深めていきたい。  

2．日時・場所 

とき：12 月 18 日（土）15：30～17：45 

ところ：テレビオンライン会議（zoom） 

Zoom招待 URL 

  https://zoom.us/j/95964586093?pwd=bkVJaUZpZUNRcmtqVWVtWWZHSzNhZz09 

ミーティング ID: 959 6458 6093   パスコード: 771560 

3．主催 

主催 北海道社会福祉学会 日本社会福祉学会北海道地域ブロック 

4．シンポジスト・コーディネーター 

シンポジスト：高波千代子 氏（医療法人稲生会 企画戦略室）

佐藤 圭司 氏（一般社団法人パーソナルサポートセンター 仙台市生

活自立・仕事相談センター 「わんすてっぷ」アウト

リーチ支援センター）

片山 寛信 氏（北海道医療大学） 

コーディネーター：伊藤新一郎 氏（北星学園大学）
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Ⅱ．シンポジスト等 紹介 

 

〇シンポジスト 

高波 千代子 氏 

・所属：医療法人稲生会 企画戦略室室長 

・最終学歴：北海道大学法学部卒・北海道大学公共政策大学院     

修了（公共政策学修士）社会福祉士 

・医療法人の法務部で訴訟/行政手続等に従事した後、北海道大学公共政策大学院を修了。

その後、医療法人渓仁会で MSWの勤務を経て医療法人稲生会の立ち上げメンバーに。同法

人の事務長職を経たのちに現職。北海道大学大学院 法学研究科 博士課程 社会保障法在

籍中（報告当時）。 

 

〇片山 寛信 氏 

・出身：大阪府 1999年に北海道移住． 

・所属：北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科助教 

・大学卒業後，数ヶ月離島で働きながら，島の福祉に触れる．2004年か 

ら児童養護施設で児童指導員として勤務．保育士養成校の講師を経

て，札幌市委託の障がい者相談支援事業所で相談支援専門員として勤

務．現在北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科助教．専門分野は子ども家 庭福祉・

社会的養護． 

 

 

〇佐藤 圭司 氏 

・所属：一般社団法人パーソナルサポートセンター 仙台市生活自立・

仕事相談センター わんすてっぷ アウトリーチ支援センター 

センター長  

・東北福祉大学卒業後、NPO法人でホームレス支援に従事。その後、一般社団法人パーソナ

ルサポートセンターで被災者支援、生活困窮者自立支援を経験。  

厚生労働省生活困窮者自立支援室就労支援専門官を経て、現在はアウトリー  

チ支援センターを担当。 

 

〇コーディネーター 

 

伊藤 新一郎 氏 

・所属：北星学園大学 社会福祉学部 福祉計画学科 教授 
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Ⅲ．シンポジウム  

コロナ禍における社会福祉実践の諸相 −支援における困難の固有性と普遍性から− 

 

伊藤新一郎氏（北星学園大学）：シンポジウムの司会を務めさせていただきます。北星学園

大学の伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、シンポジウムの趣旨につ

いては、大会の開催要項にも記載がございますし、先ほど大友先生のご挨拶の中にもありま

したけども、テーマは「コロナ禍における社会福祉実践の諸相」ということでございます。

サブタイトルとして「―支援における困難の固有性と普遍性から―」と付けさせていただい

ております。趣旨そのものは、お目通しいただければと思いますので、すべてを私のほうか

ら読みあげることは致しませんけども、もしかするとサブタイトルをご覧になって、少しネ

ガティブな印象をお持ちになった方がいるかもしれないなとは思っております。支援にお

ける困難なんてことに、フォーカスしていることがあってですね。困難さについてどういう

風に、現状どうなっていて、それをどういう風に受け止めていったらいいのか、あるいは困

難さっていうものはなんなんだろうっていうことですね。そのことを少し考えてみたいと

いうシンポジウムなのかなと思っています。 

固有性と普遍性という二つの視点を設定させていただいているということがございます

ので、いわゆるコロナ禍になってから、どうなったかというのはもちろんあるわけなんです

けども、そこで生じている困難さは全てがコロナ禍になってから生じたものなのかどうか

ということですね。そこの部分は、少し今日のシンポジウムの中で参加者の皆様と意見交換

というか、議論が出来たらと思っています。ややもすると、今の社会福祉の実践現場におけ

る様々な困難が、コロナ禍と結びつけて説明されたり、紹介されたり、あるいは整理された

りということも多いわけです。そして、皆さんも、そういうことを色んなところで、見聞き

したりしていると思います。ただですね、もちろんコロナ禍によってというのがあるのは事

実だと思いますし、そのことを些かも否定するものではないですけども、しかし全てをコロ

ナに還元して説明するということも、多分、何か違うのではないかと思っているわけなんで

す。コロナによって発生している、あるいは説明がつく、そういった事象とむしろコロナっ

ていうことをひきつけたり、コロナに還元するということによって解釈したり、意味付けを

するっていうこととは違った捉え方や受け止めをするというものも含まれているんだろう

と、そこの固有性と普遍性の境界がクリアに、はっきりあるわけじゃないだろうと思うんで

すけども、普遍というところにもしっかり焦点を当てながら進めていければ思っておりま

す。 

それでは、シンポジストの皆様のご紹介をさせて頂きたいと思います。シンポジストの皆

様、カメラオンにしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。開

催要項に掲載されている順番にご紹介させて頂きたいと思います。詳しい略歴のご紹介は

参加者の皆様に本日お配りしております資料にもございますし、後ほどシンポジストの皆

様それぞれから、また触れて頂けると思いますのでご所属とお名前について、私の方から簡

単にご紹介をさせて頂きたいと思います。 

最初に、高波千代子様、医療法人稲生会企画戦略室のご所属でございます。それからお二

人目、佐藤圭司様、一般社団法人パーソナルサポートセンター仙台市生活自立・仕事相談セ

ンター「わんすてっぷ」アウトリーチ支援センターのご所属でございます。そして三人目の
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方ですね、片山寛信様、北海道医療大学看護福祉学部のご所属でございます。このお三方か

らですね、まずご発題を 20分ほどということでご依頼をしております。 

ただ、このシンポジウムは時間にゆとりをもって設定をされておりますので、必ず 20分

以内で、自動的に時間になったら（終了）ということでは必ずしもございませんので、一つ

の目安とお考えいただければと思います。お三方からご発題頂いた後に、少しブレイクタイ

ムを少し取らせていただきまして、再開後、フロアの皆さんも含めてディスカッションにし

たいと思います。17時 45分が本日の大会の終了時間でございますので、それより少し前く

らいにシンポジウムを終えられればという風に思っております。それでは、まず高波様の方

からご発題をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

1．「コロナ禍の⼩児等在宅医療の現場から」 高波千代子氏（稲生会） 

高波千代子氏（稲生会）：では、ただいまご紹介に預か

りました医療法人稲生会の高波と申します。この度は

このような機会を設けて頂きまして本当にありがとう

ございます。私自身一番学びを得る機会になるんじゃ

ないかという事で皆さんの後半のディスカッションを

とても楽しみにしております。私からは「コロナ禍の

小児等在宅医療の現場から」という事で発表をさせて

頂きたく思います。コロナによってもたらされた困難

とコロナ前から小児等在宅医療に存在していた困難と

いうものを比較しながら、最終的にはすごく大きなテ

ーマですけど社会福祉のあり方というものも考えてい

きたいなと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

まずは、それを検討に入る前に、小児等在宅医療というものはなんなのかという事をご紹

介させていただきたく思います。その上で私が今、所属する医療法人稲生会のご紹介をもっ

てという風にしたく思います。私、医療法人稲生会は、このような展開をしておりまして、

主に公的サービスとしては五つの事業を展開しております。この左上にあります生涯医療

クリニックさっぽろ、これは訪問診療を主とする在宅医療を提供する診療所ですが、私ども

ここ札幌市内全域および江別、北広島、千歳等と近郊の市町村まで足を運んでドクターと、

あと同行するスタッフと共に訪問診療を行っております。現在、医師 8名のうち、ほとんど

が小児科医でして、そのドクターの構成からもお分かりの通り、患者の 6 割が 20 歳未満、

4 割の成人の方々で、その成人の方々も多くは 65 歳未満で介護保険対象外の方々となって

おります。9割近くの方々が人工呼吸器を利用されていまして、高度の医療を必要としなが

ら自宅で生活を送る重度の障害のある方々です。加えて訪問看護ステーションでもより小

児に特化した訪問看護を提供しています。ICUから人工呼吸器をつけて初めて自宅に帰ると

いうような乳幼児のご家族の暮らしの再構築といいますか、そういったものの支援に力を

入れています。 

3つ目のこのヘルパーの派遣というですね、居宅介護事業所 Yiriba〔イリバ〕と申します
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のは、こちらも小児および成人の障害当事者の方々を専門に生活支援を行っています。特に

自発呼吸がなく人工呼吸器を気管切開で利用している子どもたち、あるいは成人の方々は

ご家族ですと、介助者だけでお風呂に入るという事はすごく大変な事なんですね。なので、

そこにヘルパーと看護師をお宅に訪問、派遣して入浴支援を行うという風な事も多く提供

しているサービスの一つとなります。 

4つ目のこのブルーの部分が短期入所事業所という事になります。介護保険の短期入所で

すと泊を伴うサービス、つまり泊まりが前提になるかと思うんですが、障害者総合支援法の

障害福祉サービスの短期入所の中には日中の預かりのみというメニューがありまして、こ

れを私共は未就学児に限定して提供をしているという形になります。このような事業をで

すね、1分程度の動画にまとめたものがありますので、もしかすると皆さんインターネット

の環境上カクカクしてしまうかもしれませんが、まずはこちらの動画で私共の活動のイメ

ージを持ってご覧いただけたらと思います。 

≪動画視聴≫ 

このような形で私共がサービスを提供している医療的ケアを必要とする子ども達の事を

もう少し詳しくご紹介させてください。この写真はご家庭の様子を映したものをご提供い

ただいた写真です。人工呼吸器、こちらですね。今、女性でも片手で持てるくらいの小さな

小型の人工呼吸器が在宅で使われています。あとは在宅酸素濃縮装置、あとは SPO₂モニタ

ーですね。ここに 24時間モニタリングを必要とする子どもたちのために、こういった機械

があったり、あとは吸引機ですね。「サクション（吸引）」するためのもの、こういったもの

を利用する際に使う医療材料ですとか様々なものをお子さんのベッドの周りに配置されて、

あたかも ICUの病棟のような形で生活をされているという事になります。加えて、一日のス

ケジュールというものもご覧いただけたらと思うんですが、この右側にありますのが、ある

お子様の一日のスケジュールを掲載したものになり

ます。子どもに対して断続的に体位変換ですとか、服

薬、吸入、排痰、食事の注入等というものが続いてい

きます。この間も人工呼吸器の状況をみたり、「蛇管

（人工呼吸器の管）」に水が溜まっていたらそれを払

い取ったり、加温加湿器の水を補充したりというよう

なケアが毎日 365日続いていくという事になります。

このスケジュールでお父様がお仕事をされてという

事になっていますが、ご両親ともにお仕事を一旦中断

されて二交代制のような形でシフトを組んで、朝番、

夜番といった形でケアを 24 時間担われているという

ご家庭もあります。 

このように日常的に医療機器を活用したり、喀痰

吸引等の医療的ケアを必要とする子どもたちのことを厚労省は「医療的ケア児」という風

に通称で呼んで、平成 28年には改正障害者総合支援法、改正児童福祉法に彼らの存在を

位置づけて支援の拡充というものを呼びかけるようになっていきました。というのも右の
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グラフのように、年々このような状態にある子どもた

ちの出生率というものが高まっているという事がいえ

るからです。この増加する背景には様々な要因がある

とは思いますが、周産期医療の発展がその一つになっ

ているものと言えます。これまで助けられなかった命

を繋ぐことができるようになって、その結果、医療デ

バイスを生涯にわたって利用しながら暮らし続ける子

ども達が増えているという風に言えると思います。 

このグラフでは平成 30 年までの数値になっていますが、令和 2 年においては、全国で 2

万人を超えるというような数も推計されています。今回の発表はコロナ禍における困難の

固有性を考えるという事で、まずは医療ケア児の介護はどのように担われているのかとい

う観点から考えてみました。先ほどのスライドにもありましたが多くの子どもたちは、映像

でも見て頂きました通り身体的に重度の障害があるという方々が多くいます。つまり、日常

生活を送る上で介助を必要とする状態という事になります。そして重度の知的障害という

のもあってつまり重症心身障害児であると、知的にも身体的にも重度の障害のある重度心

身障害児というような子ども達も多くいます。知的発達に障害がなかったとしても気管切

開をしていたり、発話が困難な状況にあるという事でコミュニケーションにも媒介するも

のが必要となるという状況にもあると言えます。日常的に高度の医療を必要とするつまり

医療的ケアを実施できる人がそばにいる事が求められ、乳幼児という年齢であれば育児を

必要としますので意思決定においても保護者が代理する必要がある年齢となります。つま

り医療的ケア児本人にしてみれば、これらを全てまかなえる存在、両親並びに兄弟姉妹を含

めた家族という共同体に囲まれて暮らしていくという風になります。 

逆に家族からすると他に代わってくれる人が社会に

ほとんど存在しないという事態に陥りがちです。特に

家族による医療的ケアを必要とする場合、本人が自分

自身に医療的ケアを行うものと家族による医療的ケア

を同等に扱って、医療職でなくとも家族が医療行為を

行うのは OKだという風にするというのが、国のこれま

での考えで、家族が自分の家族に対して医療的ケアを

行うというのは資格を問わずに許されてきました。だ

からこそ家族以外の人に気軽に頼る事ができないと

いう状況が医療的ケア児においては、なおさら強固に

つくられる要因を備えているという事にもなると言

えます。 

では、そのようなご家族はどのような想いで日々暮らしているのか、医療的ケア児とその

家族の実態調査というものを令和元年度に厚労省が行いました。全国から 843 件の回答が

集まって、その 9割が母親からの回答であったと報告されています。したがって、多くのご

家庭では母親がこれらのケアを担っているものと推測できます。まず、外出に困難を極める

というところですね。これは先ほどの動画や写真を見て頂いて容易に想像がつくものでは

ないかなと思います。子どもを連れて外出をするというのは乳児の場合はおむつだとか哺
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乳瓶、離乳食等たくさんの物を抱えていかなければならないと思いますけれど、それ以外に

こういった子ども達の場合は人工呼吸器や喀痰吸引機、酸素ボンベその他、様々な医療材料

も持っていかなければならない。そして子どもを誰かに任せて母親が一人で外出する事も

できないという状況にあると。なので社会から孤立しているという風に感覚を持ってしま

う、これは致し方ないという事で片づけていいのかというところだと思います。他のお母さ

んは保育所に子どもを預けて復職をしたり、あるいはママ友と交流を深めていく中で医療

的ケアを必要な子どもの母親であるがゆえに、それを諦めなければならないものなのかと

私たちはいつも葛藤の中にあります。このような困難をもともと有していた医療的ケア児

とそのご家族なんですが、このコロナ禍によって何が変わったのかというところです。もし

かするとその他の人々に与えた影響よりは、小さかったと言えるかもしれません。もちろん

影響がなかったというのは語弊があるんですけれど、コロナで皆さんが感じた大きな変化

というものが例えば人と人とのかかわり方に与えた変化だったと思います。リアルで会う

事が出来なくなったり、自由に外出する事が許されない時期というのがありました。 

でも医療的ケア児と、そのご家族というのはもとも

と基礎疾患による重篤化のリスクを抱えているので

それを避けるため、これまでも感染対策をしっかりさ

れていましたし、外出はもともと難しい。家族を中心

にして介護を担われていることが多くて、そもそも育

児は保護者がやるものですという社会規範から社会

資源の活用は制限されてきました。最も大きな影響があったと言えるのは、施設の短期入所

を利用していた方々だと思いますが、定期的に利用していた方々にとっては、施設が閉鎖し

てしまった期間、本当に大変な思いをして、今、現在も制限がある中で暮らしておられます。

一方で、私は以前コロナ禍によって、どうしても家族でやらなくちゃって抱えてしまってい

るご家族に対して、もしかして自分がコロナに罹ってしまった場合、誰かに頼らなければな

らない状況になるんじゃないかという事を想定しながら、このコロナを契機により多くの

社会資源を活用していくっていう、その意識の変化がもたらされるのではないかなぁとも、

考えた事がありましたが、今のところそこまで大きな変化はないように思います。 

一方で、先ほどの動画の後半にもあらわれていましたが、そのご家族のもとを離れて、ヘ

ルパーと共に施設ではなく、地域で自立生活を送る成人障害当事者の方たちには、このコロ

ナの影響というのは大きかったと思います。彼らも重度の身体障害を有しており、常時介護

者を必要としコミュニケーションの介助を必要とする方もおられます。稲生会で関わる人

達というのは、これまで言及してきました通り医療的ケアを常時必要とする方が多く、その

場合には喀痰吸引とか医療的ケアを担う人が常時傍にいる事が求められます。 

でも一方で意思決定においては、成人の年齢であれば、認知機能に支障がなければという

事ですけれども、保護者は法制度上では原則、必要とされない年齢です。したがって医療的

ケア児とは異なって家族以外の介護者も構成員に含まれるような共同体で生活されている

方々であるという風に特徴付けられるものと思います。彼らに対してコロナはどういう風

に影響を与えたのかというところなんですけども、人工呼吸器を利用している方は、もちろ



8 
 

ん医療的ケア児で言及した通りと同じく基礎疾患があり日頃から感染対策をしっかりとし

なければならないという事に違いはないんですが、とはいえ医療という管理の傘の中から

自ら出ていく、そういう自由もあるはずだと施設を飛び出してきた人達でもあったりして、

人工呼吸器を利用しながら煙草も吸ったりとか、呼吸器

の蛇管に多少汚れがあったとしても気にしないと自分

は自分のスタイルを全うするとそういう風に生きてこ

られた方々です。このコロナによってそういう自由が奪

われる危機にあったという風に感じます。 

より多くの介助者からの支援を受ける事が、その人の

暮らしに多様性をもたらして特定の人に依存するとい

うリスクを軽減する。なのでたくさんの人に囲まれて暮

らすのが良いもの善とされていた事が感染対策上否定

される状況に至ったという事にもなります。もちろんオ

ンライン環境が整う方は、社会参加の自由を十分に享受

していくという形もあらわれています。でも逆に外出し

ないんであれば、介護の支給時間数、減っても大丈夫だよねという事で、自治体から時間数

減少させられるというような事も起こったりしています。 

これが私の最後のスライドになるんですが、これらの事を鑑みますと、そもそも社会福祉

制度というのは何のためにあるのかという事を深く考えさせられた契機になったと感じま

す。このコロナ禍において、私たちはあまねく全ての者が社会に参加するという事がどれだ

けの大きな意義があるのか、文化的な活動も含めて再認識したのではないかと思います。空

気とか、電気とかと同じで、あまりに当然に存在してい

る享受できるものっていうのは、そのありがたみは、

日々は、実感しづらいものですけれど、なくしてみて初

めて分かるというものではないかなと。 

それらをそもそも元々、享受できない状態で暮らして

きた人たちが、これまでいたんだという事に、ようやく

気付くことができたのではないかと。それに加えて、社会から孤立してしまうというものの

怖さそれがどれだけ驚異をもたらすのかというものも、私達一人ひとりが実感させられた

のではないかなという風に思います。とはいえ、これまでの社会福祉制度というのは、社会

的孤立、もちろんそれは課題だという風にたくさん言及はされてきましたけれど、具体的な

解決策として、どれだけのものが提供されてきたのか。やはり無関心であったのではないか

なという風にも思います。医療的ケア児の母親が抱える社会的孤立。それにどこまで本気で

向き合えてきたのか。あるいは社会参加というものを命がけで、勝ち取ってきた障害当事者

の方々の意思だとか想いを今、簡単に奪おうとする行政運用というのが日常的に行われて

いて、それに対してどれだけ尊重して私達が行動できているのかという事は改めて考えな

おさなければならないのかなという風に思います。就労とか、労働市場に入るという事を必

然として想定しているわけではないんですけれど、あらゆる意味で私達が所属している共

同体があるとしたら、そこの中の社会に参画していくという事が、障害当事者のみならず介

護者、そしてご家族も含めた全ての人が自らの生といいますか良き生を全うするために必
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要となるものだという事を改めて自覚して、それを実現するというものが社会福祉のひと

つの意義ではないかという事を、このコロナ禍という事を経験する事によって、改めて得た

貴重な学びだったのではないかなという風に考えているところです。まずは私からの発表

はこれで以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

 

伊藤氏 高波さん、ありがとうございました。しっかり 20分守って下さってありがとうご

ざいます。この後のお二人にプレッシャーにならないようにと思います。後ほどディスカッ

ションの中で意見交換をしていければと思いますので、次の佐藤様に進みたいと思います。

高波さんどうもありがとうございました。それでは佐藤様準備はよろしいでしょうか。では

よろしくお願いいたします。 

 

 2．コロナ禍における自立相談支援の現状 佐藤 圭司氏（わんすてっぷ） 

佐藤 圭司氏（わんすてっぷ） はい。よろしくお願い

します。宮城県仙台市にあります一般社団法人パーソ

ナルサポートセンターの佐藤と申します。今日はよろ

しくお願いします。私は、生活困窮者自立支援法により

ます自立相談のコロナ禍における現状の方の報告をさ

せて頂きます。その前にですね、私の自己紹介、かねが

ね進めていきたいと思いますのでよろしくおねがいし

ます。私はですね、元々大学卒業後ですね NPOでホーム

レス支援の方をやっておりました。ホームレス支援の内

容はですね、夜回りとか、あと炊き出しとか、あとおっ

ちゃんたちがいる所に巡回相談しにいったりというの

をやりながらですね、基本的なメインの仕事はですね、

無料低額宿泊所の生活支援をやっておりました。 

ホームレス支援をやっている最中にですね東日本大

震災がおきまして、このパーソナルサポートセンターと

いうのはですね色んな分野の NPO の集合なんですね。

なのでそのパーソナルサポートセンターというのが、実

は 2011 年の 3月 3日に設立されたんですね。その目的は当時パーソナルサポート事業とい

うものがあってですね。それをやろうかというので各団体が集まって、結成したんですけど

も、実際に仙台市はそれをやることがなくてですね、これからどうしようかねって言ってる

最中に震災がおきまして。その時僕まだホームレス支援の NPOにいたんですけども、ちょっ

と出向してきてくれって言ってですね。パーソナルサポートセンターに出向して、何をまず

したかというと被災者支援の方をやりました。その時に仮設住宅に入居されている方の自

死、孤独死を防止するという目的で見守り訪問というのをメインとしてやりました。 

仙台市内は五区あるんですけど、そのうちの二つの区に入居されてるプレハブ仮設に入
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居されている方、あとは借り上げ公営住宅に入居され

ている方のところに訪問していくという風でございま

した。実際に訪問をしてですね、お話をいろいろ聞い

て場合によっては、関係機関に繋いでいったりとか、

また病院とか行く必要があったりとか、自分でなかな

か行けないとなった時にはですね、同行支援も行うと

いうような事をやっておりまして。あとはコミュニテ

ィ形成の支援をしたりですね。あと終盤になってくる

と仮設住宅から引っ越ししなきゃいけないので、その転居支援というのもお手伝いしてい

たという感じですね。これがプレハブ仮設住宅ですね。もう何でも屋のような形になって

おります。こういうような現場を訪問して行ってですね、話を聞いて必要とあらば繋ぐと

いうような活動をしておりました。こちらはプレハブではなくて、借り上げ公営住宅です

ね。これは元々、NTT の社宅で、もう取り壊す寸前だったんですけども、これが施設とい

う形で、ここも仮設住宅の扱い、こちらの方にも訪問行ったんですけども、やはり先ほど

のプレハブ仮設とは、ちょっと違ってですね。こういう鉄の扉になってしまうので、なか

なか様子が伺えないんですね。プレハブは何となく生活の様子が分かるんですけども、こ

うなってしまうとなかなか様子が見えない。しかもプレハブは横に並ぶんですけども、こ

ちらは縦に並ぶので全然交流もないっていうので、コミュニティ形成という目的ですね。

色んなお花見とかの企画をして人を呼んだりっていうのもやって。正月はですね、餅つき

をやったりっていう事もやって。あと近所に留学生の会館があったので、そこの留学生が

自分の国の紹介をしてもらったりっていうようなこともやりながら、あとは高校生とか学

生さんがですね。ハンドベルの演奏を聴かせたりという事なので来ていただいたりという

のはこういう活動をしてました。 

実際にですね、平成 23年から平成 29年間の活動の間で見守り訪問の回数が 15万件です

かね。そのうち 9万 7000件が面談を行ってという感じで、無事に皆さん転居する事ができ

たという感じです。なので実際に私どもが担当した仮設入居されている方で自死、孤独死っ

ていうのは 0件でした。ですけども、やはり色々な問題が、結構、おきまして。元々、抱え

ていたような課題がですね。プレハブっていう仮設に入った事で、もう見えやすくなってと

いう事だと思うんですけども、DV の問題ですとか、引きこもりの問題とかも色々あってで

すね。実際には、色んな事件なんかも起きてですね。ひきこもっていた息子さんがお母さん

を刺してしまったという事件も起きたりですね。あとは仮設、それは借り上げ公営だったん

ですけども、火事がおきてしまったという、色んな事もありますけども、そんな活動をして

いた団体でございます。それでですね、生活困窮の制度が平成 27年にですね、できてそち

らの方にもシフトを移動しながらやっていっているという感じで、実際に宮城県で私ども

が生活困窮の自立相談および就労準備というのを担当しているのが県域の部分ですね、北

部の町村部の県域と南部の町村部の県域で、あとは仙台市とその近郊にあります富谷市と

多賀城市というような所の、委託を受けて自立相談をやっていると。 

なので仙台市に関してはですね、わんすてっぷという所が自立相談と就労準備というの

を実際に、今、受託してやっているところでございます。私は、一応、このわんすてっぷの

ところに所属しておりまして、その中のアウトリーチ支援センターというのがあるんです
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けども。それは何かといいますと、この自立相談支援の機能強化というのがあってですね。

アウトリーチにはやはり時間と労力がかかるっていうので、そこにかかる部分を人件費だ

すので人を増やしていいよというような 10 分の 10 の事業でございます。こちらを活用し

てわんすてっぷ内にアウトリーチ担当、私含めですね、三名所属して、一応センターを開い

て活動しているっていう感じです。なので、これは自立相談の中のアウトリーチっていうも

のになってます。 

このような感じで実際にひきこもっている人のお家

に行ったりですね、関係築いたあとにこちらのセンタ

ーの方に来ていただいてマンガ読んだり、ゲームをし

たりとか、ゆっくり過ごしてもらうというような目的

でセンターの方も、今、開所しているようなとこで私

は今ここの方を担当しております。このアウトリーチ

支援センターの立ち位置っていうのは、どういうもの

なのかって言いますと、そもそも入口は自立相談わん

すてっぷの自立相談に相談が来るんですけども、場合によってそのまま就労支援が可能で

あれば、就労支援を行いますし、就労支援ではなくて生活支援が必要であれば、そちらの方

の支援をするんですけどもこの就労準備支援というのは、なかなかハローワークにすぐに

行くには準備が必要だねというような子が段階を経ながら就労の準備が整ったら就労支援

に繋ぐっていうものなんですけども。ここの就労準備でも、やはりなかなか、まだ参加する

には厳しいなあっていうような方は、このアウトリーチ支援センターにあります居場所に

来ていただいて、まずはゆっくり過ごしてですね。そこから気持ちを調整してこの就労準備

に繋いで、そしてステップアップしていって、就労支

援っていうような流れになっております。なんですけ

ども横断的に居場所があるので、どのタイミングの方

でも、ゆっくり過ごしてもらう場ってことで、このよ

うな横断しているというような図になってございま

す。 

実際にですね、このコロナ禍における自立相談支援

の現状っていうようなものを少しお話したいと思い

ます。まず、何よりもおそらく全国的にそうだと思うんですけども、総合支援資金ですね。

社協さんが貸付け、または自立支援給付金ですかね、それの面談をですね、自立相談がまず

面談を行うというような事になっていますので、それによる相談件数というのが倍増して

おります。特に若年層の数が倍増しております。だいた

いですね、宮城県の仙台市は人口が 100 万人くらいな

んですけども、コロナの前だと一か月の相談件数って

いうのが、大体 200 件から 300 件くらいなんですけど

も、このコロナになってこの貸付けの面談をしなきゃ

いけないとなった時に、先月ですかね 11月の相談件数

だと 550 件くらいになっていたので。もう 1.5、2倍の

数字になっております。なのでもう圧倒的にスタッフ
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の人数が不足していると、あとは通常相談ですね。貸付けでは、全くなくて普通の相談への

業務の支障がでます。この自立相談っていうのは、伴走型支援と統合しながらやってくとい

うのがメインなんですけども、時間も割けないし、人もいないしっていうので、かなり日常

業務に支障がきているなっていうような感じでございます。 

あとは居住支援の増加っていうのは、コロナに限らずなんですけども、その前段階から結

構あるんですけども、やはり居住支援っていうものの需要っていうのは一定数いるような

感じですね。あとは数字的に何とも言えないんですけども、精神的に不調な方っていうのが

なんとなく、コロナになって多くなったかなっていうような印象はあります。それとですね、

就労支援の方で体験実習というのを。こちらで企業さんに開拓してお願いして、そのままも

し採用できればですね、そのまま採用していただくというような流れも組んではいるんで

すけども、特に就労準備の方っていうのは、なかなか 20年、ひきこもっていたっていった

ら、履歴書なんか、職歴なんか書けないので、そうなるとハローワークでの就労ってなると、

もうなかなか他の人には勝てませんので、履歴書だとそうなるとやっぱり体験実習で実際

に働きっぷりを見て頂いて、そのまま採用していただきたいっていうような仕組みを作っ

てはいるんですけども。今回のコロナで企業さんがですね、人を受け入れる事ができないっ

ていうような事が続きましたので、そこは大きな影響があったのかなって思います。実際に

就労準備っていうのがですね。これは分かりやすく言うとひきこもっていたり、そのような

方、あとは人間関係で鬱になって仕事を 2～3年休んでですね。また職場復帰とか、仕事始

めるって、なったときにまだ自信ないなぁというような方が、とりあえず一年間通えるんで

すけども、ここに来ていただいて、色々作業したり人とコミュニケーションに慣れたりとい

うのをしてもらって、就労支援に結び付けていくっていうようなものなんですけども。ここ

の就労準備支援で、コロナで、どんな影響があったかっていうと実際にはですね、このコロ

ナだからって外に出れない、通所できないっていう人は、ほぼほぼ、いませんでした。一人

くらいはいたんですけど、ほとんどコロナだから怖くて行けないっていうのはありません

でした。 

逆にですね、この通所の回数が増えたっていうよう

な方がいるんですね。その理由は何かっていうと、こ

れもコロナの影響ではあるんですけども親御さんと関

係が悪い方が結構、多くてですね。コロナになって父

親の仕事がリモートになって、家にいるようになった

と。なので父親と顔を合わせたくないから外に出たい

って言って、通所する回数が増えたっていう。これは

良いんだか、悪いんだか、これもコロナの影響だった

のかなっていうのは、1つありました。あとはですね、実際に、やっぱり複数人が介す場所

なので、やっぱり人数制限っていうのも、ちょっと行ったっていうので。これはうちの建付

け上の問題ですけども、通所人数の制限を行った。あとはですね緊急事態宣言とかが色々で

たので 2、3か月、ちょっとお休みした時があったんですね。その時に、やはりモチベーシ

ョンが低下したと、やっぱり就労の意欲醸成をはかる場所でしたので、あいだが空いてしま

って、そのモチベーションが下がったっていうような話も聞かれました。あとはやっぱり皆

に会えていたのが、会えなくなったっていう寂しさがあったっていう話があったので。でも
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悲しい寂しいかもしれないけども、仲間に会えない寂しさっていうのを持っていたってい

うのは、それは良かったかなぁと思ったりもします。 

実際の例ですけども、コロナの影響を受けた就労準備に通っていた女性の例でございま

す。20 代の女性です。この子、不登校がずっと続いていたんですけども自己肯定感がすご

く低くてですね。結構、過呼吸になったりします。就労経験が全くなくて自信がなくて就労

準備の方に通っておりました。半年ほど通所して色んなプログラムに参加してですね、福祉

関係の補助員として週 4 日のアルバイトに就くことができて、卒業する事ができたんです

ね。仕事どうなんだいと言ったらやっぱり仕事にやりがいを感じていたんですけども、この

コロナの影響でシフトが減らされてしまったんですね。週 4 日だったのが週 1 日くらいに

なってそうなってくると親が結構、もっと別の仕事を探せとか週 1日くらいだったら。それ

は仕事ではないという風な事を言われっちゃったりして、またそれでですね。メンタルに不

調が出てしまったというのがあるので、これもやっぱりコロナの影響は大きかったのかな

と思うものでございます。でですね、コロナになってリモート、リモートって、よく言われ

るんですけど、じゃあ、リモートで何ができるんだろうかっていうのを、ちょっと考えてみ

たんですね。これ厚生労働省の方でも、就労準備でも、リモートであったり、対面ではない

何かを考えてくれみたいな考えましょうという話にはなっているんですけども、じゃあ、リ

モートで何ができるんだろうと、面談なのか、自宅で作業的なものをお願いするのか、コミ

ュニケーションの練習はどうするんだろうと色々考えたんですけども。 

実際にですね、この作業的なものをご自宅でやってもらうってなった時にですね、内部作

業でうち企業さんからもらった箱折りっていうのがあるんですけども。それをですね、実際

にみるとこういうようなお歳暮の箱ですね。折ったりするんですけども、これですね重ねる

と、このくらいの量になるんですよ。これでも全然、一部なんですけども、さらにですね。

この材料っていうのが、こういうような感じになるんですね。これはさすがに自宅に持って

行ってお願いするにしたって、置ける場所がないので、なかなか、これは現実的ではないん

ですね。 

他に作業としてですね、アメニティの袋とじってあるんですね。ホテルとかの歯ブラシと

か、髭剃りとって色々櫛がセットになっているっていうのがあるんですけども。これをこう

やって袋にとじてとめるっていうような作業もあるんですね。なんですけども、これがこう

やって溜まっていくんですよね。さらに衛生的なものも関係するので部屋の状態があんま

り不衛生だと、この仕事もお願いできないというのもあってですね。やっぱり作業的なもの

をリモートでやるっていうのも、なかなか難しいかなっていう風に思います。なのでリモー

トの課題としてはですね、ネット環境、そもそもハード面で、ネット環境が整っているのか、

それとも IT機器があるのかっていう問題もありますし、一番、大事なソフト面ですね、対

面でのコミュニケーションっていうのは果たして本当にとれるんだろうかっていうような

問題もありますし、やっぱり画像が後ろの背景とか写ってしまったりするのでプライバシ

ーとかですね。そのへんの配慮もきちんとやらないと、そう簡単にできるものではないなと

いうのもありながらですね。そもそも支援者の私達がこのリモートなんて、最近、始めたも

のなのでそもそも不慣れなので僕たちができる程のものなのかなというですね、リモート

で効果のあるプログラムを実施できるのかっていうような色んな課題があります。やはり、

この制度はですね人と関わるだとか、人とのコミュニケーションとか、そういったものが重
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要なものなので、なかなかコロナだからといって来ないでって、非対面でやれるようなもの

でもないなっていうのは、つくづく感じたところでございます。 

あと自立相談に関してもですね、コロナだからっていうような特徴な、そんなに、そんな

になくてですね。やっぱり困ってる課題っていうのは、いつになっても変わらずなので、そ

んなに大きな傾向はありませんでした。やはりちょっと仕事の面ですね。シフトが減らされ

ただとか、サービス業が軒並み閉店していっているので、転職しなければいけないっていう

ような課題はあるんでしょうけど。だいたいそういう人は、自分でハローワークに動けてい

る人が結構、多いので自立相談で関わるっていうのは、そんなに、そんなに、なかったかな

ぁっていうような感じでございます。ちょっと早口になりましたけど、以上になります。あ

りがとうございました。 

 

伊藤氏 佐藤様、ありがとうございました。それでは続けて参りたいと思います。片山先生、

よろしくお願い致します。 

 

 3．代替養育のケアリーバーへの“ソーシャルディスタンス禍”のアフターケア 

片山寛信氏（北海道医療大学） 

片山寛信氏（北海道医療大学） 北海道医療大学の片

山と申します。よろしくお願いいたします。みんな、

時間通りに終わっちゃっているので、緊張しているん

ですけど時間通り終わらなかったらすみません。こち

らが僕の自己紹介になるんですけども、これだけです

みません、30分喋れと言われたら、喋れちゃうので出

身が大阪ですよという事と、今、北海道医療大学で勤

務していますよという事をちょっとおさえておいて

いただけたらなと思います。ちょっとだけ、大阪弁混ざっちゃいますけども、そのへんはご

容赦ください。今ですね、子ども家庭分野であったりとか、社会的養護を中心に勉強をさせ

ていただいております。ご期待に添える発表か分かりませんが、よろしくお願いいたします。 

今回ですね、お話を頂きまして、さて、どうしようかなという風に考えていたんですよね。

事例とかもあれば嬉しいなぁというようなお話を頂いてもいましたので、それらも踏まえ

て先行研究の部分と、実際のケアリーバーのヒアリング等々してみましたので。ただ詳細の

分析を行えていないというのは、ちょっと、ご勘弁いただけたらなと思います。まずですね、

IFCA の方で実施した社会的養護経験者、以下、ケアリーバーであったりとか、資料によっ

てはユースというように表現されているんですけども、その調査です。目的及び調査概要に

関しましては、資料の方にあげておりますので、ご確認

していただければと思います。こちらが調査概要です

ね。コロナ禍の部分で、緊急事態宣言が終わったあたり

に調査をされているという事になります。社会的養護

経験者、ケアリーバーの困難っていう部分も踏まえて

の調査物にはなっているんですけれども。元々の非正

規雇用率の高さというところがでております。正規職
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員として働いていたのは、25.6%にとどまって 52.5.%が、半数以上がですね、非正規雇用と

なっていたという事です。 

その影響もあると考えられるんですけども、コロナ

によって収入が不安定になったという方が 34.6%おら

れました。また 5%がすでに解雇されている状況という

結果が出ております。非正規雇用の当事者ユースが多

くですね、新型コロナの危機で真っ先に雇用が縮小さ

れたり解雇されたりしたそうであったのではないかと

いう風に考えられます。影響をうけてないという風に

答えた方も 30%程はあったという風にデータでは出て

おります。経済状況の見通しというところではですね、

23%がもうすでに現在お金に困っているという状況。こ

の数字は 5 人に 1 人がですね、1 か月先ではなくて、

今すぐ、お金がない状況に陥っていると深刻な状況を

示しているという風に考えられます。 

そしてですね、21%の方がですね、住まいを失う不安

という事で生活状況や住まいの状況にネガティブな影

響、現在の生活状況、住まいを離れる事を余儀なくされそうで怖いとか、住まいを失う事に

なったとか、答えられている方がいるという事です。この部分に関しては、また後程になる

かなとは思います。不安が高まり追い詰められているというところで精神的な面におきま

してもですね。半数のケアリーバーが精神的に追い詰められているという風に回答されて

います。落ち込んだり、鬱っぽくなったりとか、悩むのをやめられなかったり、心配するの

を抑える事ができないという状況にあるという方ですね。 

しかし、こう一方でですね、精神的な不安定さがある中でですね、頼る人がいないという

ところ、ここが特徴的になるんですけども、相談や支援を受けられるケースワーカーや施設

職員、里親がいるという風に回答をした人は 25.9%にとどまっていると、自分だけでどうに

かしているという方が 3割近くいらっしゃったという事になっております。 

自由記述の中でですね、コロナによって、今まで繋がっていた里親さんと施設との関係も

分断されているという回答もありました。里親さんのところを定期的に訪れて近況を報告

していたんだけども、コロナの影響で、それもできなくなったであったりとか、施設に遊び

に行く事もできない。これはそうですね、施設の側からですね、おそらくコロナなので外部

の人は入れられないんだというような事を言われたというような別の資料からも、そうい

った話もでていました。また社会的養護の当事者を対象とした団体といたしましても、この

緊急事態宣言ってことで、居場所支援ってところに参加できないというようになってしま

ったという事も回答されていました。 

またですね、国のコロナ対策で、この家族でっていうようなところが、すごく打ち出され

ていたんですけども、自分には頼れる人がいないんだと、改めて痛感するきっかけとなって

しまって、辛かったとか、自分がこのような状況に追いやられたのは過去の経験があるから

だと絶望かに苛まれたという自由回答がありました。社会全体の中で家族と支え合うとか、

給付金の出し方によって、そういったものを痛感してしまう、突きつけられてしまうって、
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いうような事があったというような事が考えられます。またですね、こちらの給付金を結局、

手に入れる事ができずですね、国の支援方法について経済的・心理的虐待、そのものだとい

う風に厳しい意見を出されている方もいらっしゃいました。ここの部分の考察的なものが

なんですけれども、アンケート結果から社会的養護を必要としたケアリーバーの生活基盤

が漸弱であった事が浮き彫りになっていると、ぎりぎり耐えていたことがコロナ禍の風に

ふかれて、崩れやすい状況になっている。頼る人がおらず不安も高まっている状況の中でで

すね。家族の存在がクローズアップされ、国からの支援も受けられず、機能不全家族であっ

たりとか、過去の記憶と対峙させられる。経済的・心理的虐待を国から受けているように捉

えてしまう状況が、ちょっと見えてきたのかなぁと、そういった一面もあるのかなぁと考え

られます。ただですね、元々、コロナ云々ってだけでなく、元来の課題というものも、ここ

にはあります。こちら厚生労働省の方が行った全国調査の部分から、少しそれを見ていこう

かなと思います。こちらの調査概要というものは、ご覧の通りになっております。本調査は

ですね、平成 27年 4月から令和 2年 3月に中学卒業以降で措置解除をされた全員を対象と

した、いわゆる悉皆調査だったんですけども。それにも関わらず施設や里親から調査票を案

内できた、されたのが全体の 3分の 1にとどまっていると。要は案内ができたのは、どちら

かというと施設と里親が良好な関係があるだとか、繋がりがまだ強く残っているケアリー

バーが多いと考えられるんです。残りっていう部分では、要は残りの 3 分の 2 は施設と里

親さんとの繋がり自体が、もう途切れてしまっている。平成 27 年から令和 2 年なんでね。

そんなに古い話じゃないんですけども、すでに途切れてしまっているとケアリーバーが多

いと考えられています。 

就労の状況というところでいけば、こちらの調査でいけば、正社員が 51%という結果にな

っております。なおですね、総務省から出されている労働力調査においてはですね、15 歳

以上の雇用されている者の正社員率は 62.8%という風に出されておりますので。先ほどの調

査よりは高いとはいえ、全国の平均と比べたら低いという事になっております。収入の状況

の質問に関しましては、貯金ができていると考えられる収支、黒字は 26.8%となっておりほ

とんどの方が、赤字もしくはプラスマイナス０の厳し

い生活状況というものが推察されるという事になりま

す。困っている事、不安な事は、ありますかっていうと

ころで生活費や学費の事などお金に関する事の不安や

将来仕事の事についての不安という割合が高くなって

います。そういった困った事の相談相手という事をお

聞きすると、施設の元職員とか、元々いた施設や里親

さんにっていう割合が 37.1%という風に高くなって。次

いで、どこになるのかと言ったら、友人であったりだと

か、施設で生活した事がある友人という友達関係の相談

という割合が高くなっています。元々ですね、こちらの

調査はコロナに関する調査ではなく、さらにコロナに関

する項目を入れるか、どうかっていったときに、ちょっ

と元々の調査の目的がコロナではないので調査から外

してはいたんですけども、外していたようなんですけど
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も、自由記述の中でコロナの影響で、ほとんど収入が

なくなったので、今、とても困っているだとか、コロ

ナで収入が減って奨学金を払っていけるか、不安だっ

ていうコロナに関する自由記述もみられました。 

考察的なものですけども、施設との関係が継続して

いない状況がある中、たとえ施設との関係が継続して

いたとしても相談相手は友人などが多く頼る事がで

きる大人が施設職員という風になっていると。収支のバランスも貯蓄ができているのは、

30%に満たない状況で困っている事は生活費に関する

事など、コロナ以前から不安定な生活状況である事が

推察される状況であるという事が分かります。 

ここでですね、急遽、ちょっと繋がりのあるケアリ

ーバーの方に、今回のシンポジウムの趣旨をご説明さ

せていただいて具体的な事例的なものとして少し語

りを頂きました。 

 

≪ここからは、事例紹介のため一部カット≫  

 

もろもろ踏まえてですね、ギリギリに耐えていた困

難が誰もにとって我が事になったのがコロナ禍なんで

はないかと。家族依存の支え合い体制に対して頼る家

族がいない方や、まだ大丈夫、困っていない、迷惑をか

けられないなど専門職にたどり着けない潜在的相談者

をどのように発見し繋がっていけばいいのだろうか、

後はこのソーシャルディスタンスの中どのように地域で支えるという事ができるのか。そ

れに関するソーシャルワーカーに何が求められているのだろうかというところが、今回の

疑問であったりします。ちょっと長くなりましたがこれで終わります。ありがとうございま

した。 

 

伊藤氏 片山先生、ありがとうございました。おそらく圧縮をしてくださって気遣いいただ

いたのかなという風に思います。ありがとうございます。それではここで 16 時 50 分まで

休憩時間にさせて頂きたいと思います。 

 

 4．ディスカッション 

伊藤氏 16 時 50 分になりましたので再開いたします。ちょうど 50 分間くらいセッション

の時間がございます。まず、先ほどお三方の方からご発題していただきましたが、何か私の

方から論点を設定してとか、基本的には考えてはおりません。ですので、どんな観点からで

も、ご質問やご意見ありましたらフロアの方からいただけたらと思うんですけども。今後の

ディスカッションの素材になるかは分かりませんが、私が三人の方々のお話を伺って感想

めいた事を最初に少しだけお話したいと思います。高波さんの最後のスライドで、社会福祉
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の存在意義、あるいは社会福祉制度の存在意義みたいな、そんなお話があったと思いますが、

すごく深いテーマというか、多分そういう事を議論しなきゃいけないんだろうと思います。

つまり、そもそも何をやっているのか、何をやれているのか、やれていないのか。何をやる

べきなのか、それはなぜか、そういう事に関係すると思いました。 

もう一つは医療的ケアを必要としている方を巡っての事でお話をいただいたわけですけ

ども、いわゆる子どもと大人では、やっぱりちょっと状況が違うのではないかというお話だ

ったかと思います。コロナによってという意味でいうと、そんなに影響を受けていない。医

療的ケア児に関しては、そんなに大きく受けているわけではない。元々あった普遍的なもの

の継続みたいなものですね。成人の方の場合には、やはりコロナによって生活スタイルにネ

ガティブな意味での変化が生まれているということがあるのではないかということだった

ように思います。 

お二人目の佐藤さんですね。就労支援の自立支援と就労準備・支援のお話をしていただき

ました。最初に震災の話を少し、これまで何をされていたかを含めてお話を頂きました。居

場所をどうつくるか、それから家族関係に非常に難しさをもっている方も多いことなど。そ

ういう意味でコロナによって、普段あまり無かったような、つまり顔を合わせる事もさほど

なかった、日中はなかったけれども、家族が在宅ワークになる事で別の状況が生まれたと。

そういう事によって、利用者の方々の通ってくる頻度が増えたという事があったり、アウト

リーチや補助金事業の話をして下さいました。そのあたりは生活困窮とか、就労支援のテー

マだけではなくて、多分、社会福祉全体にとって、あるいはソーシャルワークにとってと言

ってもいいのかもしれませんが、一つの課題というのでしょうか。アウトリーチは重要とい

う事が言われて久しいんですけども、どうすればそれができるのか、あるいはそれをやるた

めの環境をどう作り出すのか、そういうことを思いながら伺っていました。 

そして、その話は最後に片山先生がお話しくださったケアリーバーの話の中でも出てき

ました。潜在的相談者と片山先生のスライドではなっていましたけども、そういう方にどう

アプローチしていくかということは、まさに佐藤さんがおっしゃっていたアウトリーチの

話と重なる部分があったり、家族の存在、家族を社会資源として大きな期待をかけていると

いう事は、制度設計上の前提になっているとか、それは高波さんのお話にもあったように思

いました。いわゆる医療的ケア児のお父さん・お母さんたちは、かなり荷重なケア役割を引

き受けるという事がある意味所与になっているっていう事ですね。それが例えば、ひきこも

りとかで生活困窮とか、そういう方々の支援の時も、家族って言えば、一つのケア役割って

ことで、直接的な場合だけではないわけですけれども、経済的扶養だとかいう意味でも、家

族に対する期待が一定程度ある。それは片山先生のお話だと、そういうものを元々持ち得て

いない、あるいは極めて脆弱なものしか持ち合わせていない方々からすると、家族に対する

荷重な負担っていうものを、どう考えたらいいかというのがある。 

一方で、頼る／依存先としての家族を、そもそも持ち合わせていない方々にとっては、ま

た別の苦しみがもたらされる事もあるのではないかというお話でした。 

それから地域で支えるという、おそらくケアの社会化とか、ケア役割の社会化と言っても

いいのかもしれませんけども、医療的ケアの分野、医療的ケア児の領域の話であっても、そ

して就労支援であってもですね、先ほど佐藤さんのお話であったように、なかなかハローワ

ークでの対応が難しい、行っても就職が難しい方の場合には、体験的にまずどこかの事業
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所・企業で受け入れていただいて、そのまま採用していただくような支援、まさにそれが地

域の全てではもちろんないわけですけれども、地域で支えることの一例だったりするもの

と思います。 

最後のケアリーバーのお話で、片山先生のスライドの最後に地域で支えるというのは、ど

ういう事なのだろうと、ソーシャルワーカーに何が求められているんだろうという内容が

ありました。社会福祉制度は、何のために存在しているのだろうと。高波さんのお話と片山

先生のソーシャルワーカーは何をしたらいいのか、何ができるのか、何をすべきなのかとい

った内容は繋がっていくのではないかと思って、うかがっていました。論点をだせるような

整理はできないのですが、少し感想としてお話しした次第です。 

では、私の話は一切忘れて頂いてもいいのですけども、ご質問等をお持ちの方がいらっし

ゃれば、「手を挙げる機能」で合図をしていただけましたら、私から指名をさせていただき

たいと思います。その場合にはお名前と可能でしたらご所属、それから、どなたに対して、

お伺いしたいかという事を言っていただけたらと思います。もちろん、お三方全員にという

事でも、結構でございます。 

松岡氏 ご質問させていただきたいと思います。北星学園大学の松岡と申します。よろしく

お願いします。三名のご報告ありがとうございました。非常に勉強になりました。いくつも

聞きたいなぁだとか、もう少し拝聴したいなぁというところが、たくさんございました。そ

の中で、まず、お三方に共通してお伺いしたいのは、高波さんの報告の医療的ケア児だとか

コロナ禍で生活困窮の佐藤さんのご報告だったりとか、片山先生の報告のケアリーバーの

関係で、どうしてもコロナ禍で限定させていただくと、やはり支援を受ける人と支援をする

人が出会えないっていう問題をどうしても抱えてしまっているのかなというところがお話

を聞きながら感じたところでした。それでお三方にお伺いしたいんですけども、コロナ前か

らですね含めて支援する人、支援しない人という風に仮に分けたとしたら援助の中で、また

相談援助の中で出会うっていう事の価値っていうか、意味っていうものが、もし各々の立場

でコロナになってこういう風に感じただとか、考えたっていうものをお考えがあればお伺

いしたいなと思います。いかがでしょうか。 

伊藤氏 ありがとうございます。では、なんとなくこういう時はご発題いただいた順番にな

ってしまうんですけども、高波さんいかがでしょうか。お願いします。 

高波氏 質問ありがとうございます。支援者と支援を受ける者が出会う事の意義を改めて

考え直したかというかどうかいうことですか？ 

松岡氏 そうですね。あと価値だとかがもし再認識したものとかがあればお伺いしたいな

と思いまして。 

高波氏 出会うっていうのはリアルで出会うって事ですか？ 

松岡氏 そうです。直接出会う事が出来なくなったコロナ禍なので。 

高波氏 そうですね。私は、他のお二方と違ってと言いますか。何と言うんでしょう。私が

関わっている医療的ケア児は、まさに出会って初めて支援が成り立つ関係性の支援の在り

方なので介助は身体的に手を差し伸べて初めて成立するものなので、出会えなくなる事が

あんまり想定されないんですけれど、私の発表の中でもあった通り成人の障害当事者の方

からすると、本来はたくさんの人達に囲まれて多様な複数の介助者のチームで一人の人を

支えるって事がより良い形、暮らしの形であると言われていたところを少なく限定せざる
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を得なくなってしまったり、不特定多数の人達との関わりが制限されていくっていう事で

出会う人達の数が減ってしまったっていう事で考えるとすごく大きな変化がもたらされた

のではないかなと思います。そういった意味で介助者の在り方を捉えなおす機会になった

のかなという風には思いますが、医療的ケア児という未就学の子ども達だとかの場合は家

族を中心に介助はされているので新たに出会えなくなるという機会はそんなにもたらされ

なかったのではないかなという風には思うんですけど。ちょっと質問の意図にあっている

かどうか甚だ不安ですがこんな感じで大丈夫でしょうか。 

松岡氏 ありがとうございます。ちょっと追加で、高波さんの報告の中で最初のスライドの

方で居室内の様子が映し出されましたよね。その中で酸素モニターだとか、吸引機だとか、

医療器材があったんですけども、医療器材って、結構、消耗品が多いと思うんですよね。そ

ういうのは、コロナ禍で届けられたんでしょうか。それとも届けるのに困難は抱えたんでし

ょうか。 

高波氏 色んなケースがあるとは思うんですけども、医療機器、人工呼吸器だとかいうもの

は、もうすでに在宅に設置されるもので交換するにしても 2、3年おきくらいなんですよね。

それを使う上で必要となる医療材料、気管切開チューブだとか、そういうのは定期的に月に

一回更新するような形で支給しなければならないんですが、私どものクリニックの場合は

訪問診療の時に持っていくので、その訪問時を介する場合は特に大きな支障はありません

でした。ただ 2020 年の 3 月、4 月、まさに、まだこのコロナの影響っていうのが、どこま

であるのかっていうのが分からない中での不安が、すごく、ご家族に大きな影響を与えてい

て、むしろ宅配便の方とも接触したくないっていう方も、おられましたので、そんな形で直

接、接触をご家族が拒んだ場合は、ドアノブに掛けておいて渡しにいくとか、きちんとした

感染対策をしたスタッフが届けにいくとか、そんなことをしていた時期もありました。でも

それは一時的なもので、そこまでしなくても大丈夫だってことが常識的に広まった後はそ

こまで大きな影響は出ていないと思います。 

松岡氏 ありがとうございます。 

伊藤氏 最初の質問について、お二人にも伺った方がいいのですよね。 

松岡氏 もしよろしければお願いします。 

伊藤氏 では、佐藤さんよろしくお願いします。 

佐藤氏 はい。よろしくお願いします。出会う価値なんですけど、自立相談の生活困窮は、

割と困っていて、なんとかしたくてっていう相談があるので、あんまり来れないって人はい

ないんですね、実際。実際にはいないんですけど、メールでの相談とか、メールホームから

のアクションっていうのは、ちょっと増えたのかなと思うんですけど、メールでのラリーが

ですね、やっぱりしんどいんですよね。時間も何分後に来るかも分からないですし、すぐチ

ャットみたく応答ではないので、時間的に拘束されてしまうし、あとは表情が分からないし、

温度感も分からないので、これはなかなか、難しいなと感じてて。あと実際に、面談をする

ときに、これはコロナのせいだと思うんですけども、マスクをされるので表情が全然読めな

いんですよね。なので面談をしてて、ちょっと分かりづらいと判断しづらいだとかっていう

のはすごい感じます。あと出会う価値っていうので僕、ひきこもりだとか、そのへんの方の

対応とかするんですけども、大体、そういう方って親から繋がる事が多いんですね。親の相

談から。大体 20年とかひきこもってましたっていう人と出会ってですね。今、毎日、通う
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ようになっていたりするとですね、もっと早い段階から出会っていればなと思う事は結構

ありますね。ひきこもった最初くらいの時から、出会っていれば、こうはならなかったのか

なだとか思ったりもする事はあってですね。実際に、ひきこもっている子とか見ると、やっ

ぱり不登校の子が多いってなった時に、やっぱり、今、模索しているのが、今の在学中の段

階から、こちらから接触っていうか出会うような事が出来ないかなっていうような、今、模

索してるんですけど、なかなか、ここの教育の壁が高くてですね。そこがちょっとひっかか

るなというようなとこは感じてますね。答えになっているかあれですけど以上です。 

伊藤氏 ありがとうございます。続きまして片山先生、お願いします。 

片山氏 趣旨にあっているか、分からないんですけども、元来からですね、受援力の弱さっ

ていう風な仕方をしていただいていますけども、さらにどう相談していいか分からないっ

ていうような虐待等々を受けて措置されていた子ども達ですので大人に対して。人に対す

る信頼関係を築くのに、すごく弱さと言いますか生きづらさがあるケースの方が多いんで

すよね。対面の意義というところでいけば、まずは会ってみようよというところ、そしてこ

こは安心できる場所なんだなぁ、この人ならば話をしてもいいのかもなあというような、す

ごく、ゆっくり、ゆっくり関係を構築していく事が多い方々が多くなるので、そういった意

味合いでは対面っていう意味合いは、すごく重要な意味をなしているのかなぁと思います。 

ただ、一方でですね、ネガティブな事ばっかりではなくて、要は情報発信する事のできる

力を持っている当事者、ケアリーバーの方々にとっては、ケアリーバー同士で繋がろうよっ

ていうようなところで、オンラインの中で繋がって、このペアグループの中で話をしている

とか、じゃあ、それをちょっと情報発信してみようかっていうような、アクションをされて

いる方々もいらっしゃったりはするので、完全に対面じゃなくちゃダメだと、このコロナに

よってネガティブな事ばかりではなく、このオンライン環境がすごく広まったというとこ

ろは、一つこれから札の一つとして、活用する事ができるようになるんじゃないのかなとは

思いますが。ただ、本当に困難の中にいる当事者にとっては、対面でゆっくり関係を構築し

ていくというところは必要なもので、どっちも大事なんじゃないのかなと思います。 

伊藤氏 ありがとうございます。松岡先生、いかがでしょうか。 

松岡氏 大丈夫です。はい。ありがとうございます。 

伊藤氏 先ほど松岡先生が質問された中で、佐藤さんが教育の壁は、結構高くて不登校の子

どもとどう出会うかという時に、在学中からというお話がありましたけども、例えばどうな

のでしょうか。私、単純な理解なのですが、例えば高波さんのお話にあったような医療的ケ

アを必要とする子ども達もある程度の年齢になっていくと学校教育を受けるわけで、そう

いう時に、教育の世界というか、教育との連携の難しさ、当然、佐藤さんのお話でもあった

スクールソーシャルワーカーは、全国でどのくらい配置されているかというのは、僕も正し

くは分かっていないのですが、教育との連携いう時に、スクールソーシャルワークあるいは

学校とどうつながったらいいのかということですね。例えば、片山先生のケアリーバーの方

達も当然、学校教育を経てきているわけですが、学校を卒業した後にも、また訪れるという

のは濃密な本当に深い信頼関係がないと…というのが私の感覚と思ったんですね。在学中

に、児童養護施設が学校と何を話しましょうかとか、担任の先生と何を話しましょうかって

いう事が、もしかしたらあるのかもしれないのですけども。でも、教育との連携はずっと前

から言われている気もしたり、教育と福祉の接続については、必ずしもコロナに引き付けた
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ものではないように思ったのですが。そのあたり何かお三方から伺えたらと思います。高波

さん、いかがですか。 

高波氏 はい。そうですね。医療的ケア児の場合は、もしかすると教育福祉というよりは、

教育と医療の関係性の問題になり得ます。子ども達の場合は、やはり特別支援学校が用意さ

れているので、そこに入学をして学びを得ていきますが、そこにおいては特別支援学校なら

ではの課題があります。例えば、医療的ケア 24時間人工呼吸器の子であれば今、札幌市立

の特別支援学校は、家族が同行しなければならないという校則になっています（報告当時）。

その場合、お母さんが主に一緒に行く事になるのですけれど、母親が体調不良であったりす

ると、その子どもは通学できなくなります。自分自身以外の要因によって、教育の継続が保

障されないような状況になっているといえます。あとは特別支援学校ではなく地域の小学

校に通いたいという選択肢を取った場合においては、元々看護師が配置されていない地域

の学校に医療が必要な子ども達を受け入れるための体制をゼロから作っていかなければな

らない。まさに来年の 4 月私達の短期入所を卒園する子が地域の小学校に通おうと準備を

しているところなんですけども、札幌市教育委員会とともにどんな体制が必要なのかゼロ

からみんなで考えながら進めているところです。今までは、常時母親がついてくる事を前提

に地域の小学校に通う場合はあったんですけども、そうではなく、自治体の予算で看護師を

配置する事は、文科省でも推奨されていて事業予算もつくようになってきています。ただ、

そういう体制は、やはり医療と教育の連携が中心となって話題になってしまいます。本来は、

その子が、どういう暮らしをこれからしていくのか福祉的な視点もあわせ持ちながらご家

庭の環境を共に構築していかなければならない。学校だけが整えればよいわけではなく、学

校の時間帯にお風呂に入っていた子が、じゃあ、いつ今度はお風呂に入るんだ、そのお風呂

に入る予定はご家庭の事情もあって入れない。じゃあ、その子は、どうなっていくんだろう

とか、生活全体をマネジメントしていかなければならないんですが、そこまでにはいたって

いないというのが現状かなと。まずは地域の教育場面に医療を必要とする子ども達が入っ

ていく、ゼロからイチにするところを一生懸命やっているそんな段階かなと思います。 

伊藤氏 ありがとうございます。医療と教育について、本当に伺っていてそうだよなと思い

ました。札幌市内であったと思いますがかなり前なので、今は違うのかもしれないですが、

特別支援学校に子どもが通学する際、お母さんが学校の近くに賃貸のアパートを借りて、何

かあって学校から連絡が来た時にすぐ行けるよう待機しているっていう話を聞いた事があ

ります。その話はとても衝撃を受けました。子どもを学校に通わせるにあたって、子どもが

学校にいる時間、学校にすぐ駆け付けられる距離に、お母さんがずっと待機していなければ

いけないってどういう事なのかと。それはかなり昔の話ということかもしれないですけれ

ど、そんなこと聞いたことがありました。今の高波さんのお話を伺って、学校とやり取りす

るということは色々なことがあるということですね。子どもの就学にあたって、こんなに労

力がかかる、頑張らないと学校にいけないということが、まだ現実としてあるということで

すね。そういう受け止めをしたのですが、どうでしょうか。 

高波氏 実際、そうなっていると思います。伊藤先生が、今、おっしゃったようにお部屋を

借りて待機をしてくださいというように言われているご家庭にお会いした事はないですけ

れど、先ほど申し上げた通り市立の特別支援学校は待機室っていうのが学校の中にありま

す。そこに子ども達のお母さん方が、みんなでずっと待機しています。来年の 4月から家族
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が同行しなければならないという校則は、一応削除される予定ではあるんですけれど、それ

に付随した色々な問題がまだ解消されずに残されています。（追記：2021年度時点ではまだ

確実ではありませんでしたが、現在では札幌市教育委員会は、地域の小中学校に医療的ケア

児が通学する場合に看護師を派遣する事業を展開しており、この状況は大きく改善されて

きています。） 

伊藤氏 ありがとうございます。今、高波さんが話してくださった事、もし可能でしたら、

含めつつというか可能な限りでいいのですけども、あと私の先ほどの素朴な教育と繋がる

って事の色んな壁とかですね。そのあたりの現状も含め佐藤さんに先ほどの続きをもう少

しお話しいただけたら思っていたのですがいかがでしょうか。 

佐藤氏 はい。おそらく僕たちも教育の現場の事もちゃんと理解していないし、まだ、そこ

の勉強不足な部分はあるんですけど、多分、先生たちも福祉のこの分野のこととか、どうい

うのがあるかっていう、どういう現状があるかっていう事は、多分、分かっていないとこも

あると思うので。そこの交流が、そもそも元々ないんですよね。学校の先生と福祉系の交流

っていうのは。よっぽどケースとかあげれば、あるんでしょうけども。なので、そこの交流

っていうのは、お互い、まず理解するとか、共同できるとか、連携できるとこはやっていく

というような定期的に顔を合わせる場っていうのは、やっぱり、やっていった方がいいんだ

ろうなぁって、そういうところから始めなければいけないんだと思いつつもですね、スクー

ルソーシャルワーカーさんが仙台にだと思うんですけど、少ないは少ないんですよね。その

スクールソーシャルワーカーさんも、学校の先生とのことで結構、悩んでいるっていう様な

事も、こっちではですけどね。聞くのはあるんで、やっぱり、そこの壁みたいなものをどう

やって取り払うかっていうのは、考えていかなければいけないのかなというのも思いつつ

ですね、まだ学生なので、そうすると何かあると児相マターになるんですよね。そうなると。

だから僕たちが関わるってなると、その子というよりかは、その家庭の親の部分で何か関わ

れないかという事になっちゃうんですよね。そうなると本人に関わるのではない事になっ

てくるしっていう。あとは仮に、うちのような居場所に来たって単位にもならないので、こ

っちに来て単位になれば、来るかもしれないですけど、何もならないので、そうなってくる

と来るメリットっていうのも、そんなにないだろうしなって。そのへんがですね、ボワーっ

と、モヤモヤーとしてるっていうのが、今の現状です。そんな中、少しでも何かできないか

なっていうので、今、通信制のそういう系の高校に行って、何か、こう僕の方から相談、出

張相談みたいなのできないかっていう様な話も振ってはいるんですけど、なかなか、じゃあ、

すぐやりましょうっていうようなものにはならないので、なかなか、そこがどうやってきっ

かけを作っていくかなっていうので、今、悩んでいる最中ですね。 

伊藤氏 ありがとうございます。そうですよね。子どもの場合は、児童相談所という事にな

りますよね。だから就労支援というような話でもないですし。あとフリースクールという所

がありますけども、フリースクールの扱いも、いわゆる学校教育法上の教育施設との兼ね合

いでどうみなすかいう事が言われていると思います。無茶ぶりですが、今西先生、あとでス

クールソーシャルワーカーについて、少しコメントいただけたらなと思います。それでは、

片山先生、いかがでしょうか。 

片山氏 スクールソーシャルワーカーの事は、今西先生にお任せできるっていう事で、今、

安心したとこです。ありがとうございます。調査モノって部分の学校と施設との連携ってい
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うものの、調査モノっていうのは、パラパラはあるんですけどはっきりと覚えているものも

今なくてですね。苦労はしているっていうのは、分かっているんですけども。僕のこの臨床

経験の部分のところでお話をさせていただければ、僕、児童養護施設で働いていた時に、僕

が出勤している平日は、毎日、小学校には行っていました。小学校に毎日行って、職員室に

行って学校の先生方に、ご挨拶をして学校全体をみて、うちに入所している子どもたちで立

ち歩いている子はいないかとか、そういったところも見つつ、困って泣いちゃっている子ど

もがいたら、そこに関わって協力するっていうのを毎日して僕の顔を先生たちは知らない

人がいないっていうくらいの状態まで関係作りっていうのは丁寧にしていました。という

のも、どうしても学力に遅れがあるお子さんたちが多かったりだとか、発達障害ではないけ

ど虐待を受けた影響で発達障害的な動きをする、お子さんもいる中で学校の先生方は、かな

り、ご苦労をされているっていうところがありましたので、そういった関係作りは丁寧にし

ていました。それでもですね、やっぱり児童養護施設の子と分からないだとか、虐待を受け

た子ども達の事が分からないだとかというところで、学校の先生との連携の部分では小・中

と、中学校もほぼ毎日行っていたんですけども、色んないわゆる行動上の問題を起こす子ど

も達が多い中で、毎日、ぱらっと顔を出している僕に対してやっぱり心ない言葉を発する先

生もいたっていうのもやっぱり事実としてあります。よく来れるね、みたいな感じの事を。

仲いい先生がいたので、仲いい先生から、チラっと、聞いたりしながら。そっちの火消しは、

僕がやるから、いいから毎日おいでっていう風に言われたのは、心強いなぁと思っていまし

たけども。そういう風にやっていました。伊藤先生からの部分で、先生と子どもの関係って

いうところなんですけども、これも本当、先生によるって、言ったら、もうそれで話が終わ

っちゃうんですけども。とことんまで時間をかけて子どもと語り合ってくれる先生ってい

うのはやはりいました。施設の職員に上手く言えないけれども、学校の先生だったら話がで

きるっていうところで、いわゆる無断外出って事で施設から抜け出しちゃった子どもを先

に学校の先生が見つけてくれて「ちょっと待ってくれ。僕が先に話がしたい」ってところで

車の中で数時間かけて、子どもの話を聞いて施設に戻してくださる先生だとかっていう先

生は、過去は、いらっしゃったかなぁとは思います。ただ数としては少ないと思います。で

すので、退所してからの関わりっていう部分も、そういった先生と子どもは個人的に繋がっ

て連絡を取り合っているというような話は聞いたりはしますけどもというところですね。

あわせて僕、障害者の相談支援事業所でも勤務していた経験があるので、その部分でも、や

はりお子さんの相談に乗っている時や学校との連携ってところは一つ苦労されているお母

さん方も多かったかなぁと思います。サービス担当者会議を僕も調整するにあたって、数か

カ月単位で調整に時間がかかってしまうだとかいうのもありました。行ってみたら学校の

先生の中には、すごく福祉と繋がりたかったんだっていう、なんだ、そういう考えで良いん

だというとこで会っちゃえば、すごく連携はスムーズなんですけども、最初の一歩にすごく

時間がかかってしまうっていう。お互いが知り合えてないっていう相手の困り感を知って

いないっていうのが原因なんでしょうけども。そういったとこを相談員としての経験の中

ではあったかなと思います。ちょっとざっぱくな回答ですけども何か追加の質問があれば

してください。以上です。 

伊藤氏 ありがとうございます。徹底的に子どもと向き合ってくれる先生を、すべての先生

に教師像として求めてしまうのはいいのか、どうかっていう事があるように思いました。こ
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んなに頑張っている先生がいますよ、どうしてあなたやらないのですか、というのもまたお

かしな話になってきてしまうような気がします。でも、もしかしたら子どもからすると、そ

ういう先生と出会えるか出会えないは、その子どもの人生をも左右するかもしれないとい

うことも、一方ではあったりするということを感じました。今西先生、感想でもいいのです

けども、学校とどう繋がったらいいのかという点についてです。福祉が教育と繋がっていく

という時に、色んな壁や困難さがあるのではないかということについて、その困難さがどん

なことと関連しているのか、今西先生が実際にスクールソーシャルワーカーとして活動し

ている中で、感じることなどを少しご紹介していただけたらと思います。 

≪ここからは、事例紹介等のため一部カット≫ 

伊藤氏 気付けばあと 4分くらいしか時間がありません。私の進行がよくなく、自分があれ

これ質問してはいけないのですけども、そんな風になってしまいました。まとめみたいなこ

とは元から考えていません。例えば、高波さんや片山先生のお話の中で、特にどういうこと

が求められているのだろうと。片山先生はソーシャルワーカーにですね、地域で支えるとい

うことであったり。高波さんの場合には、社会福祉の制度、あるいは社会福祉が何のために

あるのか、それは何をなすべきなのかということでした。あるいはそれを今、為せているの

かどうかということですね。そういう投げかけも少し頂いていました。そのあたりについて、

これが正解ということではなくて、今日のお三方の中でこうなのではないか、あるいはこう

いうことは大事になってくるのではないか、こういうことは吟味したり議論の俎上にのせ

る必要があるのではないかということについて、1人 1分くらいしかお時間がないのですが

お願いできればと思います。高波さん、よろしいでしょうか。お願いいたします。 

高波氏 私はスライドの最後に書いた通りなんですけども、今までの社会保障制度は、経済

的困窮を打破するために労働市場に入ることを保障する。一度市場から出てしまった人も

再度入り直せるような仕組みをつくる。障害等によって市場に入れない人には社会が手当

を保障する、というようなことに専念してきましたが、最後のスライドのようにもう少し社

会に参加するっていう事の意義をもっとこう、私達は意識しなきゃいけないんじゃないか

と。で、お二方のお話もやっぱり周辺化され、社会から少し疎外されてしまうような人達を

いかに社会に戻していく、あるいは一緒に同じ市民として生活を全うするっていう事をど

ういう風に保障するかっていう事を、今一度真剣に考える必要性を自覚するためにこのコ

ロナはすごく大きな契機を与えてくれたんじゃないかなという風に思いましてお二人のお

話を聞いてよりいっそう意識が私の中で固まったような気がします。ありがとうございま

した。 

伊藤氏 ありがとうございます。続きまして佐藤さんお願いします。 

佐藤氏 僕らの仕事っていうのは、生活困窮の支援なので、特に誰でも相談出来る場所なん

ですよね。サービスでもないので、どんな方でも相談に来れる場所なので、僕も前からずっ

と思っているんですけど、これ各自治体に一個ありますので、かかりつけのソーシャルワー

カーになれればいいかなと思っててですね。まぁ何かあれば来るだろうみたいな来ないっ

ていう事は元気でやってんだろうなっていう感覚でですね。でも、スッと来れるような関係

は築いていきたいなあって思って、日々精進しております。まとまっているか分からないん

ですけど以上です。ありがとうございます。 

伊藤氏 ありがとうございます。かかりつけのソーシャルワーカーですね。すごく届きやす
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いような言葉に感じました。では片山先生、お願いします。 

片山氏 かかりつけのソーシャルワーカー。すごい良い言葉だなぁと思って今、しんみりき

ていました。社会的養護から言えばやっぱり知ってもらう事、世の中に知ってもらう事って

いうのが大事なのかなと思っております。以前、ファミリーホームさんの調査をしている時

に役場の職員がファミリーホームの事を知らないと。そこの町はですね。子育てするならな

になに町ってうたっているくらい子育てが充実しているんだと言っているのにファミリー

ホームの事知らないんだっていう風にショックを受けられていたっていう事もあるんです

けど、ケアリーバーになったとしても、特別な相談ってものももちろん親との関係っていう

のもあるんですけども。それ以外の部分って実は誰しもが躓く可能性のある相談っていう

事が多い。その中にそのケアリーバーっていう特性があるっていう事をソーシャルワーカ

ーなり支援する側の人間も理解して関わっていくべきだと思いますし地域住民の方々も知

っていってもらって社会全体で支えるという体制をしたあとも支えていける仕組みにして

いくことが大事なのかなと。そのためにはソーシャルワーカーなり我々、研究職なりケアリ

ーバー本人も含めて情報発信っていう事をこれからもしていかないといけないのかなとい

う風に思っています。以上です。 

伊藤氏 ありがとうございます。今日は、お三方のお話を伺って、学会なので学術的なこと

を最後に言わなければということもないのですけれども。でも、やはり今日のお話を伺いな

がら、私が思っていたのは共助の議論が社会福祉の世界で今とても多いということです。つ

まり、それは地域だったり支え合いとか、地域共生社会という言葉も出てきたりしています。

でも、それは共助がすごく弱っているからという議論の流れで来ているのですが、ますます

人々は分断され、孤立をしているように思えてなりません。それは何かというと、多分、公

と共と私という 3 つについての議論がバランスよくされてないからではないかと思うので

す。公私関係という言葉がありますけれども、社会福祉にとって公私関係は根源的な問題だ

と思っています。どんな対象であっても、どんな領域や分野であっても、公私関係は社会福

祉がどうあるべきかを規定する重要な視点のような気がしています。それは公と私の二項

対立ではなく、そこに新しい公共という言葉で言われたり、公が独占する、官が独占してい

る公ではない公ということですね。そんなことが言われたりしていますが、それは公助と共

助と自助という非常に伝統的な議論を、社会福祉の議論はあまりバランスよくできていな

い、共助のところが過剰に大きくなりすぎているような気もしています。自助の部分も強調

されていることは、この 30 数年とか 40 年近い文脈ですけども、そういう事を考えたとき

に、今回はコロナ禍というテーマではありましたが、コロナ禍か否かに関わらず、今日のお

三方からお話をいただけるようにお願いをしていましたが、それに応えてくださったよう

に思います。私自身、大変勉強になったというのが感想です。まとめではないのですけども、

自戒も込めてそのようなことを思ったということでございました。高波さん、佐藤さん、そ

して片山先生、お忙しい中、ご準備をしていただき、本日ご発題くださいまして、どうもあ

りがとうございました。以上でシンポジウムを終了とさせていただきます。 

 

以上 

 




